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土
浦
市
内
の
液
状
化
対
策
に

つ
い
て

質
問

用
し
な
が
ら
地
域
の
教
育
や
振

興
、
発
展
に
結
び
付
け
る
こ
と
を

目
指
す
も
の
で
、
こ
の
筑
波
山
地

域
ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
協
議
会
は
、

筑
波
山
周
辺
地
域
の
つ
く
ば
市
、

桜
川
市
、
笠
間
市
、
石
岡
市
に
筑

波
大
学
、
筑
波
山
神
社
及
び
産
業

技
術
総
合
研
究
所
が
連
携
し
設
立

さ
れ
た
。

　

昨
年
11
月
に
前
記
の
４
市
長
が

発
起
人
と
な
り
、
筑
波
山
地
域
ジ

オ
パ
ー
ク
構
想
検
討
委
員
会
が
設

立
さ
れ
、
本
市
も
か
す
み
が
う
ら

市
と
と
も
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
い

う
形
で
参
画
し
た
が
、
本
市
に

と
っ
て
地
域
振
興
に
ど
う
い
っ
た

効
果
が
あ
る
の
か
、
理
解
を
し
て

い
な
い
中
で
の
正
式
加
盟
は
し
て

い
な
い
。

　

推
進
協
議
会
へ
の
加
盟
に
つ
い

て
、
広
域
的
な
地
域
振
興
策
の
取

り
組
み
の
観
点
等
も
含
め
、
議
論

す
る
環
境
が
整
い
つ
つ
あ
る
の

で
、
内
部
の
調
整
を
進
め
、
加
盟

を
視
野
に
入
れ
、
今
後
、
協
議
会

の
事
務
局
と
対
応
を
図
っ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
掲
載
以
外
の
質
問
事
項
）

・
市
役
所
移
転
後
の
現
庁
舎
と
分

庁
舎
の
考
え
方
に
つ
い
て

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
液
状

化
被
害
を
受
け
た
住
宅
等
の

現
状
、
県
や
国
に
対
す
る
要
望
や

今
後
の
液
状
化
対
策
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

霞
ヶ
浦
や
桜
川
を
控
え
た
本

市
特
有
な
地
形
か
ら
、
湖
北

や
桜
ヶ
丘
地
内
、
藤
沢
団
地
を
始

め
、
市
街
地
の
桜
町
や
生
田
町
等

の
各
所
で
地
盤
沈
下
に
よ
る
被
害

が
確
認
さ
れ
た
。

　

被
災
者
支
援
で
は
、
被
災
者
再

建
支
援
法
の
適
用
が
液
状
化
被
害

を
加
味
し
た
基
準
に
緩
和
さ
れ
、

市
独
自
で
は
、
液
状
化
等
に
よ
る

宅
地
復
旧
が
あ
っ
た
場
合
、
被
災

住
宅
の
修
繕
費
を
金
融
機
関
か
ら

融
資
を
受
け
た
時
の
利
子
補
給
制

度
の
融
資
対
象
の
上
限
を
引
き
上

げ
て
い
る
。

　

今
後
の
対
策
と
し
て
は
、
液
状

化
被
害
の
防
止
対
策
の
技
術
的
な

情
報
提
供
や
、
市
で
作
成
を
進
め

て
い
る
液
状
化
マ
ッ
プ
に
よ
り
、

宅
地
造
成
や
住
宅
の
建
築
計
画
の

都
市
整

備
部
長

相
談
の
際
に
、
各
事
業
者
等
に
対

し
て
液
状
化
対
策
を
喚
起
し
、
被

害
の
防
止
に
努
め
た
い
と
考
え
て

い
る
。

　

未
だ
液
状
化
対
策
が
国
か
ら
示

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
今
後

も
個
人
の
宅
地
等
へ
の
き
め
細
か

い
支
援
体
制
の
拡
充
に
向
け
た
要

望
を
県
や
国
に
対
し
て
継
続
し
て

ま
い
り
た
い
。

（
掲
載
以
外
の
質
問
事
項
）

・
朝
日
ト
ン
ネ
ル
の
防
災
対
策

・
東
日
本
大
震
災
の
現
場
の
感
想

・
災
害
時
要
援
護
者
対
策

液状化危険度マップとは？
　液状化の可能性が高いと想定される地域を明らかにすることで、土
地利用をする際に地盤調査を促進するなど、地域が抱える災害リスク
を共有化することができます。
　また、液状化危険度の情報を提供することにより、地域の防災・減
災に対する知識啓発を推進する目的があります。
　液状化危険度マップの作成を進めていますが、洪水避難地図や土砂
災害避難地図などのハザードマップは既に作成され、配布しています。

議
会
改
革
推
進
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
会
の
審
議
報
告

◆
第
９
回
特
別
委
員
会（

10
月
22
日
）

◆
第
10
回
特
別
委
員
会（

11
月
12
日
）

　

土
浦
市
議
会
基
本
条
例
の
前

文
、第
１
章
「
総
則
」、第
２
章
「
議

会
の
活
動
原
則
」、
第
３
章
「
議

員
の
活
動
原
則
」
の
条
文
（
案
）

に
つ
い
て
審
査
を
行
い
、
当
特
別

委
員
会
と
し
て
の
土
浦
市
議
会
基

本
条
例
素
案
（
第
３
章
ま
で
）
を

ま
と
め
ま
し
た
。
詳
細
に
つ
い
て

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
通
年
議
会
や
常
任
委
員

会
の
複
数
所
属
に
つ
い
て
も
調
査

を
行
い
、
今
後
継
続
し
て
調
査
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

議
員
定
数
・
議
員
報
酬
・
政
務

調
査
費
・
費
用
弁
償
に
つ
い
て
は
、

多
角
的
視
野
に
よ
り
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
国
市
議

会
や
類
似
団
体
、
茨
城
県
内
の
市

議
会
の
状
況
と
、
人
口
・
面
積
・

財
政
状
況
・
産
業
構
造
・
執
行
部

職
員
数
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
当
事
者
と
な
る
議
員
個
々
の

意
見
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
も

重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
議
員
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
慎
重
に
審

査
し
て
ま
い
り
ま
す
。

◆
第
11
回
特
別
委
員
会（

12
月
12
日
）

　

付
託
さ
れ
た
陳
情
１
件
に
つ
い

て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
継
続
の

意
見
も
出
さ
れ
ま
し
た
が
採
決
す

る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
全
会

一
致
で
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

審
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
４
頁
の

委
員
長
報
告
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

寄附の禁止につい
て

政治家（候補者、立候補予
定者、現に公職にある者）
が選挙区内の人にお金や物
を贈ることは、政治家本人
が出席する場合の結婚祝い
や香典などの特定の場合を除き、法律で禁止されています。有権
者が求めてもいけません。

×
贈らない

求めない

受け取らない


